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紙
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。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
生
活
保
護
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
専
門
委
員
会
第
四
回
資
料
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
の
集
計
を
ヤ
マ
ト
シ
ス
テ
ム
開
発
株
式
会
社
に
委
託
し
、
当
該
集
計
に
基
づ
く
デ
ー
タ
の

分
析
を
、
御
指
摘
の
専
門
委
員
会
で
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
三
及
び
六
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

デ
ー
タ
の
集
計
に
係
る
ヤ
マ
ト
シ
ス
テ
ム
開
発
株
式
会
社
と
の
契
約
書
（
以
下
「
委
託
契
約
書
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
第
二
十
二
条
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
か

ら
そ
の
原
本
を
会
計
検
査
院
に
送
付
し
て
お
り
、
厚
生
労
働
省
に
は
保
存
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
の
写
し
に
つ
い
て
も
、

厚
生
労
働
省
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
訓
第
二
十
一
号
）
に
お
い
て
、
そ
の
保
存
期
間
は
五
年
と
定
め
ら

れ
て
お
り
、
当
該
期
間
の
経
過
後
に
処
分
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
各
省
庁
が
提
出
し
た
平
成
十
四
年
度
分
ま
で
の
契
約
書
等

は
、
会
計
検
査
院
に
お
い
て
、
各
省
庁
に
返
還
要
望
の
有
無
を
問
い
合
わ
せ
た
上
で
、
保
存
期
間
経
過
後
に
処
分
さ
れ
た
も

の
と
承
知
し
て
い
る
。

一



四
に
つ
い
て

ヤ
マ
ト
シ
ス
テ
ム
開
発
株
式
会
社
か
ら
は
、
同
社
で
は
、
委
託
契
約
書
は
、
保
存
し
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

委
託
契
約
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
写
し
を
含
め
、
厚
生
労
働
省
及
び
ヤ
マ
ト
シ
ス
テ
ム
開
発
株
式
会
社
に
は
保
存
さ
れ
て

お
ら
ず
、
お
尋
ね
の
事
項
は
確
認
で
き
な
い
。

九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
集
計
結
果
に
つ
い
て
は
、
紙
媒
体
及
び
磁
気
媒
体
で
受
け
取
っ
て
い
る
。

十
及
び
十
一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
集
計
結
果
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
文
書
管
理
規
程
で
は
、
そ
の
保
存
期
間
は
五
年
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、

当
該
期
間
の
経
過
後
に
処
分
さ
れ
て
い
る
。

十
二
及
び
十
三
に
つ
い
て

ヤ
マ
ト
シ
ス
テ
ム
開
発
株
式
会
社
か
ら
は
、
当
該
集
計
結
果
等
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
機
密
性
が
高
く
、
長
期
に
わ
た
る

保
存
は
適
切
で
な
い
こ
と
、
物
理
的
な
保
管
場
所
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
保
存
容
量
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
納
品

二



後
遅
滞
な
く
処
分
し
た
も
の
と
聞
い
て
い
る
。

三


